
合併調整項目調整状況

事務事業番号 4011 専門部会名 健康福祉 分科会名 福祉 担当部署

事務事業名

合併後調整内容【調整済】

　(2)事務局職員の介護保険事業と社会福祉事業との分離明確化（平成１８年９

　(1)事務局体制の適正化（事務局職員は補助対象とする。ただし、給与の適正

　　化を図る。）

・新社会福祉協議会設立後も事務局職員の人件費については補助を行う。ただ 　　年度予算に向けて協議を行い、できる限り統一を図った。今後も引き続き協

　し、次の事項について新社会福祉協議会と協議を行う。 　　議を行う。）

　し、各社会福祉協議会への補助金の内容に差があるため、平成１９年度予算に 　　議会で行うこととする。）
　ついては持ち寄りとし、平成１９年度に補助基準について協議する。 　(4)社会福祉協議会に対する補助として行っている事業、委託事業（平成１９

・社会福祉協議会は、平成１８年１０月１日付で合併した。 　　月末で介護保険事業から撤退）
・社会福祉協議会への補助金については、平成１９年度から１本化する。ただ 　(3)団体事務の受託（遺族会、傷痍軍人会・同妻の会の事務局は、社会福祉協

　(3)団体事務の受託　
　(4)社会福祉協議会に対する
　　補助として行っている事業

　　・委託事業の精査

　(1)事務局体制の適正化
　(2)事務局職員の介護保険事
　　業と社会福祉事業との分離

　　明確化

　補助金の積算方法は、平成
１８年度については承継する。

　事務局職員の人件費補助につ

いて

　助金
・ふれあいのまちづくり事業補

　助金 ・福祉団体補助金

・ボランティアセンター事業補 ・郡社会福祉協議会負担金 ・ＮＨＫ受信料 ・福祉関係活動事業
・社会福祉大会開催経費 ・町村総合事務組合負担金 ・郡社会福祉協議会負担金 ・結婚相談事業

・事務局職員人件費７人分 ・事務局職員人件費５人 ・事務局職員人件費５人 ・事務局職員人件費３人
【補助対象】 【補助対象】 【補助対象】 【補助対象】

・評議員４０名 ・評議員４０名
・監事２名 ・評議員３９名 ・監事２名 ・評議員３１名

・常務理事１名 ・監事２名 　含む） ・監事２名

・副会長２名 ・副会長１名
・理事１１名 ・理事９名 ・理事１５名（会長・副会長を ・理事１５名

・会長１名
【役員構成】

・副会長２名 ・副会長３名
・会長１名
【役員構成】

年１０月１日付で統合する。

　社会福祉協議会は、平成１８

・会長１名 ・会長１名
【役員構成】【役員構成】

合併後調整方針(協議会決定)

福祉課

社会福祉協議会補助金

合併前の事務事業の状況
旧上田市 旧丸子町 旧真田町 旧武石村


